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２
０
１
８
年
五
月
二
十
二
日
、
東
京
・

星
陵
会
館
に
お
い
て
２
０
１
８
年
度
第
１

次
部
落
解
放
・
人
権
政
策
確
立
要
求
中
央

集
会
が
開
催
さ
れ
全
国
か
ら
約
六
百
人
、

鳥
取
県
か
ら
は
、
３
市
６
町
の
自
治
体
関

係
者
、
解
放
同
盟
関
係
者
な
ど
二
十
三
人

が
参
加
し
ま
し
た
。 中

央
集
会
で
は
、
組
坂
繁
之
中
央
実
行

委
員
会
副
会
長
の
開
会
あ
い
さ
つ
、
主
催

者
あ
い
さ
つ
を
佐
々
木
基
文
高
野
山
真
言

宗
社
会
人
権
局
長
が
代
読
、
２
０
１
６
年

十
二
月
に
施
行
さ
れ
た
「
部
落
差
別
の
解

消
の
推
進
に
関
す
る
法
律
」（
部
落
差
別
解

消
推
進
法
）の
周
知
徹
底
を
さ
ら
に
進
め
、

法
律
の
具
体
化
を
め
ざ
そ
う
と
あ
い
さ
つ

が
あ
り
ま
し
た
。 

基
調
提
案
は
西
島
藤
彦
中
央
実
行
委
員

会
事
務
局
長
が
行
い
ま
し
た
。「
部
落
差
別

の
実
態
把
握
に
つ
い
て
法
務
省
は
、
（
公

財
）
人
権
教
育
啓
発
推
進
セ
ン
タ
ー
に
実

態
調
査
の
あ
り
方
に
つ
い
て
委
託
し
、
セ 

   

  

ン
タ
ー
は
「
６
条
有
識
者
会
議
」
を
設
置

し
、
本
年
三
月
に
取
り
ま
と
め
を
法
務
省

に
提
出
し
た
。
こ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、

原
則
非
公
開
で
あ
る
が
、
現
段
階
で
把
握

さ
れ
て
い
る
内
容
は
、
①
政
府
各
省
や
地

方
自
治
体
が
把
握
し
て
い
る
差
別
事
件
の

集
約
。
と
り
わ
け
、
悪
質
化
し
て
い
る
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使
っ
た
差
別
事
象
の
集

約
②
法
務
省
が
独
自
に
２
０
１
９
年
に
意

識
調
査
を
行
う
。（
全
国
規
模
で
は
な
く
限

定
的
な
調
査
に
な
る
見
込
み
）
③
以
前
実

施
さ
れ
て
い
た
全
国
的
な
生
活
実
態
調
査

は
し
な
い
。
の
３
点
で
あ
る
。 

意
識
調
査
は
、
結
婚
差
別
や
土
地
差
別

な
ど
全
国
共
通
の
項
目
設
定
で
比
較
検
討

が
可
能
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

部
落
差
別
の
実
態
を
正
確
に
把
握
で
き
る

調
査
の
実
施
を
強
く
求
め
て
い
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」と
い
う
話
が
あ
り
ま
し
た
。 

集
会
終
了
後
、
法
律
の
具
体
化
を
求
め

て
鳥
取
県
と
秋
田
県
選
出
の
衆
参
国
会
議 

                      

員
十
人
へ
要
請
行
動
を
行
う
と
と
も
に
、

法
務
省
、
農
林
水
産
省
、
厚
生
労
働
省
、

国
土
交
通
省
と
の
各
省
交
渉
が
行
わ
れ
ま

し
た
。 
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２
０
１
８
年
五
月
三
十
日
午
後
か
ら
、

部
落
解
放
・
人
権
政
策
確
立
要
求
鳥
取
県

実
行
委
員
会
第
三
十
四
回
総
会
・
学
習
会

が
倉
吉
未
来
中
心
で
開
催
さ
れ
、
県
内
各

地
の
市
町
村
か
ら
関
係
者
一
九
八
人
の
参

加
者
が
あ
り
ま
し
た
。 

     

       
開
会
あ
い
さ
つ
で
石
田
耕
太
郎
会
長
は 

「
多
く
の
人
々
の
努
力
に
よ
っ
て
部
落
差

別
解
消
推
進
法
が
制
定
さ
れ
た
。
こ
の
法

律
の
周
知
と
具
体
化
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
一
方
で
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お
け

る
悪
質
な
差
別
事
象
と
と
も
に
、
県
内
で

も
同
和
地
区
を
問
い
合
わ
せ
る
行
為
や
差

別
発
言
事
象
な
ど
が
発
生
し
て
い
る
。
推

進
法
を
活
か
し
な
が
ら
確
信
犯
的
差
別
行

為
に
歯
止
め
を
か
け
る
「
差
別
禁
止
法
」、

「
人
権
侵
害
救
済
法
」
の
制
定
を
求
め
て

い
き
た
い
」
と
あ
い
さ
つ
し
ま
し
た
。 

総
会
議
長
に
西
村
一
秋
副
会
長
（
部
落

解
放
同
盟
県
連
委
員
長
）
を
選
出
し
、
昨 

      

年
度
の
事
業
報
告
と
し
て
、
推
進
法
の
県

民
へ
の
周
知
活
動
と
し
て
、
実
行
委
員
会

独
自
で
啓
発
ポ
ス
タ
ー
千
三
百
枚
を
作
成
、

関
係
機
関
に
配
付
。
２
０
１
７
年
五
月
の

第
１
次
中
央
行
動
、
同
年
十
月
の
第
２
次

中
央
行
動
に
、
鳥
取
県
実
行
委
員
会
か
ら 

              

か
ら
二
十
人
以
上
が
参
加
、
両
日
と
も
集

会
後
、
推
進
法
の
具
体
化
に
向
け
て
鳥
取

県
、
秋
田
県
選
出
国
会
議
員
へ
の
要
請
行

動
を
取
り
組
ん
だ
事
業
報
告
と
会
計
決
算

報
告
が
承
認
さ
れ
ま
し
た
。 

ま
た
、
国
に
対
し
て
推
進
法
の
具
体
化

と
人
権
侵
害
救
済
法
・
差
別
禁
止
法
の
制

定
な
ど
、
人
権
の
法
制
度
の
確
立
に
向
け

た
新
年
度
事
業
計
画
、
予
算
が
承
認
さ
れ

る
と
と
も
に
、
会
長
に
は
、
石
田
耕
太
郎

倉
吉
市
長
が
再
任
（
任
期
２
年
）
さ
れ
ま

し
た
。 
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そ
の
後
、
学
習
会
と
し
て
西
島
藤
彦
部

落
解
放
・
人
権
政
策
確
立
要
求
中
央
実
行

委
員
会
事
務
局
長
か
ら
「
部
落
差
別
解
消

推
進
法
制
定
の
意
義
と
具
体
化
の
課
題
」

と
い
う
演
題
で
講
演
が
あ
り
ま
し
た
。 

「
同
和
対
策
事
業
特
別
措
置
法
は
、
そ

れ
ま
で
の
行
政
施
策
が
同
和
地
区
を
素
通

り
し
環
境
整
備
事
業
、
教
育
、
福
祉
施
策

等
が
ま
っ
た
く
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
反

省
に
立
ち
取
り
組
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。

一
部
の
ネ
タ
ミ
意
識
も
生
ま
れ
た
が
、
こ

の
事
業
を
利
用
し
同
和
地
区
や
そ
の
周
辺

地
域
の
環
境
改
善
、
農
業
の
基
盤
整
備
に

大
き
く
貢
献
し
て
き
た
。
そ
の
後
、
２
０

０
２
年
に
法
律
が
失
効
し
十
四
年
間
に
わ

た
り
部
落
問
題
を
扱
う
法
律
が
存
在
し
な

か
っ
た
。
こ
の
間
に
悪
質
か
つ
確
信
犯
的

差
別
行
為
が
発
生
し
て
い
る
状
況
を
踏
ま

え
部
落
差
別
解
消
推
進
法
が
成
立
し
た
。

こ
の
法
律
は
、
議
員
立
法
で
あ
り
具
体
的

な
も
の
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
な
い
。
法
律

を
活
き
た
も
の
に
す
る
た
め
に
国
会
議
員

や
政
府
各
省
へ
の
要
請
、
各
自
治
体
の
法

を
ふ
ま
え
た
条
例
制
定
な
ど
に
取
り
組
む

こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
し
て
、
最
終
的

に
は
差
別
禁
止
法
、
人
権
侵
害
救
済
法
の

制
定
を
求
め
て
い
き
た
い
。」と
話
さ
れ
ま

し
た
。 

                 

鳥
取
県
実
行
委
員
会
の
新
し
い
役
員
は
、

次
の
と
お
り 

会 
長 
石
田
耕
太
郎
（
倉
吉
市
長
） 副

会
長 
森
安  
保
（
伯
耆
町
長
） 副

会
長 
西
村 
一
秋
（
解
放
同
盟
県
連
委
員
長
） 副

会
長 
寺
西 
健
一
（
岩
美
町
教
育
長
） 副

会
長 
本
川 
博
孝
（
連
合
鳥
取
会
長
） 常

任
委
員 
深
澤 
義
彦
（
鳥
取
市
長
）  

〃  
伊
木 
隆
司
（
米
子
市
長
）  

〃  
中
村 
勝
治
（
境
港
市
長
） 〃  

松
本 
昭
夫
（
北
栄
町
長
） 〃  

増
原  
聡
（
日
南
町
長
） 〃  

小
椋 
博
幸
（
倉
吉
市
教
育
長
） 〃  

浦
林  
実
（
米
子
市
教
育
長
） 〃  

尾
室 
高
志
（
鳥
取
市
教
育
長
） 〃  

後
藤  
弥
（
伯
耆
町
教
育
長
） 〃  

土
海 
孝
治
（
湯
梨
浜
町
教
育
長
） 〃  

津
川 
俊
仁
（
解
放
同
盟
県
連
副
委
員
長
） 〃  

大
森 
英
一
（
解
放
同
盟
県
連
副
委
員
長
） 監

査
委
員 
吉
田 
英
人
（
八
頭
町
長
） 監

査
委
員 
前
田 
英
敏
（
解
放
同
盟
県
連
会
計
） 任

期
は
、
２
０
２
０
年
の
総
会
ま
で  

事
務
局 
倉
吉
市
役
所
企
画
産
業
部 

人
権
政
策
課 

〒6
8
2

￤8
6
1
1

倉
吉
市
葵
町7

2
2
 

第
４
３
回
部
落
解
放
・
人
権
西
日
本
夏
期
講
座 日

時 
２
０
１
８
年
六
月
二
十
八
日

（
木
）
～
二
十
九
日
（
金
） 場

所 
Ａ
会
場
：
米
子
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ

ン
セ
ン
タ
ー Ｂ

会
場
：
米
子
市
公
会
堂 参

加
費 
４
，
０
０
０
円 第

４
３
回
人
権
尊
重
社
会
を
実
現
す
る
鳥

取
県
研
究
集
会 日

時 
２
０
１
８
年
八
月
八
日
（
水
） 場

所 
鳥
取
市
・
と
り
ぎ
ん
文
化
会
館
他 ２

０
１
８
年
度
部
落
解
放
・
人
権
政
策
確

立
要
求
第
２
次
中
央
集
会
（
東
京
） 日

時 
２
０
１
８
年
一
〇
月
三
〇
日

（
火
） 

午
後
一
時
～
中
央
集
会 

午
後
二
時
三
〇
分
～ 

国
会
議
員
要
請
行
動
及

び
各
省
交
渉 

 
場
所 
東
京
・
日
本
消
防
会
館 部

落
解
放
・
人
権
政
策
確
立
要
求
鳥
取
県

実
行
委
員
会
２
０
１
８
年
度
学
習
会 日

時 
２
０
１
９
年
二
月
中
旬 

午
後
一
時
～
役
員
会 

午
後
一
時
三
〇
分
～
学
習
会 

場
所 
県
立
倉
吉
未
来
中
心
の
予
定 
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２
０
１
７
年
九
月
七
日
に
、
琴
浦
町
と

県
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
「
琴
浦
町
（
鳥

取
県
）
の
部
落
民
の
採
用
を
止
め
て
欲
し

い 
部
落
民
は
気
持
ち
悪
い
し
屑
し
か
居

な
い
の
で
」
と
い
う
差
別
書
き
込
み
が
あ

り
ま
し
た
。
職
員
採
用
に
関
わ
っ
て
被
差

別
部
落
の
人
々
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
悪

質
な
差
別
行
為
と
言
え
ま
す
。
ま
た
、
同

年
９
月
に
は
倉
吉
市
内
で
、
あ
る
事
業
所

に
出
入
り
す
る
業
者
の
Ｂ
さ
ん
が
同
業
者

の
Ａ
さ
ん
（
被
差
別
部
落
出
身
）
に
対
し

て
、
公
衆
の
面
前
で
大
き
な
声
で
「
や
っ

ぱ
り
部
落
の
も
ん
だ
わ
い
」
と
発
言
す
る

差
別
発
言
事
象
も
発
生
し
て
い
ま
す
。
こ

の
発
言
は
、
利
害
関
係
が
発
生
し
た
と
き

に
、
相
手
に
対
し
て
自
分
の
不
満
を
ぶ
つ

け
よ
う
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

Ｂ
さ
ん
に
は
、
５
回
に
わ
た
る
面
会
・
啓

発
指
導
を
行
う
な
か
で
、発
言
の
差
別
性
、

深
刻
性
、
問
題
点
等
に
つ
い
て
理
解
を
求

め
た
と
こ
ろ
で
す
。 ま

た
、
２
０
１
８
年
一
月
に
は
鳥
取
市

内
で
、
油
性
マ
ジ
ッ
ク
で
Ｂ
４
サ
イ
ズ
の

紙
に
手
書
き
で
「
よ
つ
は
正
月
だ
と
い
う

の
に
皮
を
う
る
や
ら
猫
を
殺
す
。
あ
わ
れ

み
が
な
い
か
ら
差
別
さ
れ
る
、
蔑
視
さ
れ

る
。
見
て
下
さ
い 
埒
の
な
い
う
ち
だ
か

ら
。」と
書
か
れ
た
差
別
貼
り
紙
が
電
柱
２

カ
所
に
張
ら
れ
て
い
る
の
が
発
見
さ
れ
る

差
別
事
象
も
発
生
し
て
い
ま
す
。
賤
称
語

を
使
用
し
予
断
と
偏
見
に
基
づ
く
行
為
が

堂
々
と
行
わ
れ
て
い
ま
す
。   

近
年
県
内
で
は
、
同
和
地
区
を
問
い
合

わ
せ
る
差
別
事
象
が
相
次
い
で
発
生
し
て

い
ま
す
。
２
０
１
５
年
に
は
大
山
町
と
米

子
市
で
電
話
で
同
和
地
区
を
問
い
合
わ
せ

る
事
案
が
発
生
、
同
和
地
区
や
そ
こ
に
暮

ら
す
人
々
、
同
和
問
題
を
面
倒
な
問
題
と

し
て
捉
え
、
避
け
よ
う
と
す
る
忌
避
意
識

が
厳
し
く
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
表
し
て

い
ま
す
。 ２

０
１
６
年
五
月
に
は
、
倉
吉
市
役
所

に
電
話
で
米
子
市
内
に
在
住
す
る
と
い
う

男
性
か
ら
「
倉
吉
市
の
○
○
と
い
う
場
所

が
同
和
地
区
か
ど
う
か
教
え
て
も
ら
い
た

い
」
と
言
う
事
象
が
発
生
し
ま
し
た
。
男

性
は
、「
西
部
の
同
和
地
区
は
暴
力
団
が
多

く
、
墓
場
が
あ
る
よ
う
な
場
所
に
は
誰
も

住
ま
な
い
」
と
言
い
な
が
ら
「
自
分
は
同

和
地
区
の
人
を
差
別
す
る
気
持
ち
は
な
い
、

住
む
場
所
の
判
断
材
料
に
し
た
い
だ
け

だ
」
と
開
き
直
り
、
自
分
の
行
為
を
正
当

化
し
よ
う
と
す
る
発
言
を
行
い
ま
し
た
。 ２

０
１
７
年
に
も
鳥
取
市
内
の
不
動
産

業
者
の
店
長
が
鳥
取
市
役
所
人
権
推
進
課

を
訪
れ
、「（
地
図
の
コ
ピ
ー
を
示
し
）
○

○
同
和
地
区
の
一
部
の
△
△
通
り
は
、
同

和
地
区
で
は
な
い
と
聞
い
た
が
本
当
か
ど

う
か
確
認
し
た
い
」
と
い
う
差
別
事
象
が

発
生
し
て
い
ま
す
。
こ
の
不
動
産
業
者
は

全
国
展
開
を
し
て
い
る
企
業
で
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
被
差
別
部
落
を
問
い
合
わ

せ
る
行
為
が
差
別
に
当
た
る
と
い
う
認
識

が
ま
っ
た
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。   

２
０
１
７
年
の
十
二
月
に
は
、
解
放
同

盟
県
連
の
事
務
所
に
「
普
通
の
人
間
を
採

用
し
た
い
は
ん
で 
エ
タ 
ヒ
ニ
ン 
ヨ

ツ
ア
シ 
チ
ョ
ン 
屠
殺
屋 
胞
衣
屋 太

鼓
屋 
食
肉
屋 
汚
物
屋 
皮
革
屋
等

を
や
っ
て
た
み
た
い
な
人
間
様
よ
り
下
層

に
う
ご
め
く
動
物
（
部
落
民
）
だ 
ほ
ん

つ
け
な
し
だ
は
ん
で 
当
会
は 
部
落
穢

多
村
に
出
自
を
持
つ
人
間
は
採
用
で
絶
対

に
不
合
格
に
し
て
や
る
は
ん
で
」
と
書
か

れ
た
差
別
ハ
ガ
キ
が
郵
送
で
送
ら
れ
て
き

ま
し
た
。
近
年
は
毎
年
の
よ
う
に
こ
の
よ

う
な
差
別
投
書
が
送
ら
れ
て
く
る
現
状
が

あ
り
ま
す
。 大

阪
、
兵
庫
で
は
、
同
和
地
区
住
民
を

誹
謗
中
傷
す
る
差
別
文
書
が
大
量
に
ば
ら

ま
か
れ
る
事
件
も
発
生
し
て
い
ま
す
。
こ

の
事
件
の
犯
人
は
逮
捕
さ
れ
ま
し
た
が
、

そ
の
罪
名
は
侮
辱
罪
で
９
９
０
０
円
の
過

料
の
み
で
あ
り
、
罰
金
と
は
言
え
な
い
よ

う
な
金
額
で
あ
り
、
こ
れ
で
は
こ
の
よ
う

な
行
為
を
止
め
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。 

そ
し
て
、
鳥
取
ル
ー
プ
に
よ
る
ネ
ッ
ト

上
で
の
同
和
地
区
の
地
図
の
掲
載
な
ど
、

私
た
ち
の
常
識
を
覆
す
確
信
犯
的
差
別
行

為
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
今
も
誰
か
の
人

権
が
脅
か
さ
れ
、
ま
た
、
本
人
が
知
ら
な

い
中
で
差
別
が
行
わ
れ
る
行
為
に
歯
止
め

を
か
け
る
た
め
に
、
悪
質
な
差
別
や
人
権

侵
害
を
禁
止
す
る
「
差
別
禁
止
法
」、
被
害

者
の
救
済
を
迅
速
・
円
滑
に
行
う
実
効
性

の
あ
る
「
人
権
侵
害
救
済
法
」
な
ど
の
法

制
度
の
早
急
な
確
立
を
国
に
強
く
求
め
て

い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 


